
名古屋市障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金交付要綱 

 

（趣 旨） 

第 1条 名古屋市障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金（以下「補助金」と

いう。）の交付については、予算の範囲以内において交付するものとし、名古屋市補助金

等交付規則（平成 17年 12月 1日名古屋市規則第 187 号）の定めによるほか、この要綱の

定めるところによる。 

 

（目 的） 

第２条 この補助金は、障害者支援施設事業者、共同生活援助事業者、居宅介護事業者、重

度訪問介護事業者、短期入所事業者又は重度障害者等包括支援事業者（以下「障害者支援

施設事業者等」という。）が介護ロボット等を導入する際の経費を助成することにより、

障害福祉の現場におけるロボット技術の活用による介護業務の負担軽減を図り、働きやす

い職場環境の整備や安全・安心な障害福祉サービスの提供等を推進することを目的とする。 

 

（定 義） 

第３条 この要綱において、「障害者支援施設事業者」とは、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）（以下「法律」という。）第

5条第 1項に規定する施設障害福祉サービス事業を行う者をいう。 

２ この要綱において、「共同生活援助事業者」とは、法律第 5条第 1項に規定する「障害

福祉サービス事業」を行う者のうち、法律第 5 条第 17 項に規定する共同生活援助を行う

者をいう。 

３ この要綱において、「居宅介護事業者」とは、法律第 5条第 1項に規定する「障害福祉

サービス事業」を行う者のうち、法律第5条第 2項に規定する居宅介護を行う者をいう。 

４ この要綱において、「重度訪問介護事業者」とは、法律第 5条第 1項に規定する「障害

福祉サービス事業」を行う者のうち、法律第5条第 3項に規定する重度訪問介護を行う者

をいう。 

５ この要綱において、「短期入所事業者」とは、法律第 5条第 1項に規定する「障害福祉

サービス事業」を行う者のうち、法律第5条第 8項に規定する短期入所を行う者をいう。 

６ この要綱において、「重度障害者等包括支援事業者」とは、法律第 5条第 1項に規定す

る「障害福祉サービス事業」を行う者のうち、法律第 5条第 9項に規定する重度障害者等

包括支援を行う者をいう。 

７ この要綱において、「介護ロボット等」とは、次の（1）から（3）の全ての要件を満た

すものをいう。 

 （1） 目的要件 

    日常生活支援における、「移乗介護」、「移動支援」、「排泄支援」、「見守り・

コミュニケーション」、「入浴支援」のいずれかの場面において使用され、介護従事

者の負担軽減効果があること。 

 



 （2） 技術的要件 

    ロボット技術（センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られ

た情報を解析し、その結果に応じた動作を行う介護ロボット等をいう。）を活用して、

従来の機器ではできなかった優位性を発揮すること。 

 （3） 市場的要件 

    販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。 

 

（補助対象事業者） 

第４条 補助金の対象となる事業者は、名古屋市内において別表の第 2欄に規定する施設等

を現に運営する障害者支援施設事業者等であって、市長が適当と認めるものとする。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の対象経費は、別表の第5欄に定める経費とする。 

  

（交付額） 

第６条 補助の対象機器は、介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット等であって、1 機

器あたり 10 万円以上となるものとし、1 機器につき 30 万円を上限として補助するものと

する。ただし、「移乗介護」又は「入浴支援」のいずれかの場面において使用するロボッ

ト等については、1 機器につき 100 万円を上限として補助するものとする。この場合にお

いて、複数の分割可能な部分で構成される介護ロボット等については、当該介護ロボット

等としての最低限の機能を有するまとまりをもって 1機器とする。また、同機種を複数購

入する場合も上限額の範囲内で補助を行うものとする。 

２ 購入を原則とするが、リース又はレンタルの場合は年度末までのリース又はレンタル料

を限度とする。 

３ 障害者支援施設事業者及び共同生活援助事業者が、見守り機器を効果的に活用するため

に必要な通信環境を整備するための経費として、次を対象とする。ただし、見守り機器の

メンテナンスに係る経費及び通信に係る経費は補助対象外とする。 

（1） Wi-Fi 環境を整備するために必要な経費（配線工事（Wi-Fi 環境整備のために必要な

有線LAN の設備工事も含む）、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サー

バー、ネットワーク構築など） 

（2） 職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーシ

ョンを図るためのインカム（デジタル簡易無線登録型等の Wi-Fi 非対応型のインカムを

含む。） 

（3） 見守り機器を用いて得られる情報をサービスの提供の記録にシステム連動させるた

めに必要な経費（見守り機器を用いて得られる情報とシステム連動可能なサービスの提供

の記録ソフトウェア（既存のサービスの提供の記録ソフトウェアの改修経費も含む）、バ

イタル測定が可能なウェアラブル端末、見守り機器を用いて得られる情報とソフトウェア

間を接続するためのゲートウェイ装置等） 

４ 交付決定前に購入、リース又はレンタルにより導入した介護ロボット等にかかる経費は



補助の対象としない。 

 

（補助金額の算定基準） 

第７条 補助額は別表の第 3欄に規定する基準額と第 5欄に規定する補助対象経費の実支出

額から寄付金その他の収入額を控除して得た額とを比較して少ない方の額に、第 4欄に規

定する補助率を乗じて得た額の合計額を補助金額とする。なお、算出された額に千円未満

の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする事業者（以下「申請事業者」という。）は、名古屋

市障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金交付申請書（第 1号様式）（以下

「申請書」という。）に必要な書類を添えて、別に指定する期日までに市長に提出するも

のとする。 

２ 申請事業者は、介護ロボット等の選定及び導入にあたり、以下の要件を満たさなければ

ならないものとする。 

（1） 導入する介護ロボット等は、電気用品安全法（PSE）認証、Sマーク、電磁両立性（EMC）

試験等製品レベルでの安全性の検証がなされており、利用上の安全性が十分に確保されて

いること。 

（2） 介護ロボット等の導入時には介護従事者の負担が軽減される等機器の有効性、効果的

な利用方法、注意事項等をメーカー等が研修するなどの十分なフォローアップ体制がとら

れていること。 

（3） 介護ロボット等の導入に際してはサービス利用者等に対して介護ロボット等を活用

したサービスを提供することについて十分な説明を行い、同意を得た上で実施すること。 

（4） 導入経費を算定するに当たっては、補助金の適正化や経済性の観点から、あらかじめ

複数の業者から見積書を徴し、原則として最低価格を提示した業者を選定すること。 

 

（補助金の交付決定） 

第９条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査のうえ適当と認められる

ものについては、補助金の交付を決定し、その旨を申請事業者に対して通知するものとす

る。 

 

（交付の条件） 

第 10条 補助金は、次に掲げる条件を付して交付するものとする。 

(1)  事業に要する経費の配分の変更はしてはならない。 

(2) 事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、市長の承認を受けなければな

らない。 

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。 

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速や

かに市長に報告してその指示を受けなければならない。 



(5) 事業により取得し、又は効用の増加した単価 30万円以上の機械、器具及びその他の財

産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第

255号。以下「適化法施行令」という。）第14条第 1項第 2号の規定により厚生労働大臣

が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に

反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

(6) 補助を受けて購入した介護ロボット等を目的に反して使用、譲渡、貸付又は担保等に供

してはならない。 

(7) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部

又は一部を市に納付しなければならない。 

(8) 事業により取得し又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な

管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

(9) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金にかかる消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が 0円の場合を含む。）には、

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（第 2号様式）により速やかに、遅くと

も補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月 1日までに市長に報告しなければならな

い。なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額

を市に返還しなければならない。 

(10) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠

書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了日（事業の中止又は取消しの決定

を受けた場合は、その決定を受けた日）の属する年度の終了後 5年間保管しておかなけれ

ばならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産があ

る場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第

14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅

い日まで保管しておかなければならない。 

(11) この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に基づく負担金又は

補助金を受けてはならない。 

 

（交付決定の変更及び中止） 

第 11 条 第 9 条の規定による補助金の交付決定を受けた事業者（以下「補助事業者」とい

う。）は、補助事業の内容を変更（補助対象経費の増額を伴う変更以外の変更とする。ま

た軽微な変更は除く。）、中止、廃止しようとするときは、速やかに名古屋市障害福祉分

野におけるロボット等導入支援事業補助金交付変更（中止・廃止）申請書（第 3号様式）

に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査のうえ、交付決定の変更又は取消

を決定し、その旨を補助事業者に対して通知するものとする。 

３ 前項の規定による補助金の交付決定の変更又は取消の決定を受けた補助事業者が既に補

助金の交付を受けている場合は、市長は既に交付した補助金の全部又は一部を補助事業者

から返還させることができる。 

 



 

（申請の取下げ） 

第 12 条 補助事業者が、補助金交付決定の通知に係る内容又はこれに付された条件に不服

があるときは、当該通知の日から20日以内に申請の取下げをすることができる。この場合

において、当該補助金の交付決定はなかったものとみなす。 

 

（交付決定取消し及び補助金の返還） 

第 13条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、交付決

定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求

めることができる。 

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたことが明らかとなっ

たとき。 

(2) 第 10条各号に規定する条件のいずれかに違反したとき。 

 

（実績報告） 

第 14 条 補助事業者は、補助事業の完了日（第 11条による中止、廃止があった場合は、そ

の決定を受けた日）から起算して 20日を経過した日又は当該年度の 3月 31 日のいずれか

早い日までに、市長に対し、名古屋市障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助

金事業実績報告書（第4号様式）（以下「実績報告書」という。）に必要な書類を添えて

提出するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第 15条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、本市検査員によ

る検査確認を行い、適正と認められた場合に補助金を交付するものとする。 

 

（報告等） 

第 16 条 市長は、補助金の交付決定を受けた補助事業者又は交付を受けた補助事業者に対

し、その補助事業の実施状況について、指示し報告を求め又は審査することができるもの

とする。 

 

（使用状況の報告及び公表） 

第 17条 補助事業者は、客観的かつ定量的な指標に基づいて、介護ロボット等の導入前後の

比較を行い、生産性向上による業務効率化及び職員の業務負担軽減の効果等について記録

し、障害福祉分野における介護ロボット等使用状況報告書（第 5号様式）により、別に定

める日までに市長に報告するものとする。 

 

（その他） 

第 18 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 



 

附 則  

この要綱は、令和２年９月４日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 

附 則  

この要綱は、令和４年３月１日から施行する。 

  

   附 則 
この要綱は、令和５年３月１日から施行し、令和５年２月２８日以前に交付決定を行った

補助金については、なお従前の例による。 
 

   附 則 
この要綱は、令和６年３月１日から施行し、令和６年２月２９日以前に交付決定を行った

補助金については、なお従前の例による。 
 

  



別表 

１ 区分 ２ 補助対象施設等 ３ 補助基準額 ４ 補助率 ５ 補助対象経費 

障害福祉分野

におけるロボ

ット等導入支

援事業 

障害者支援施設 
１事業所につき 

2,100 千円 

３／４ 

障害福祉分野にお

けるロボット等導

入支援事業の実施

に必要な備品購入

費（ロボット等の

購 入 費 用 に 限

る。）、使用料及び

賃借料（ロボット

等の使用に要する

費用に限る。）、役

務費（ロボット等

の初期設定に要す

る費用に限る。） 

共同生活援助事業所 
１事業所につき

1,500 千円 

居宅介護事業所 

1事業所につき 

1,200 千円 

重度訪問介護事業所 

短期入所事業所 

重度障害者等包括 

支援事業所 

障害者支援施設 

1事業所につき 

7,500 千円 

見守り機器の導入

に伴う通信環境整

備に係る経費（見

守り機器のメンテ

ナンスに係る経費

及び通信に係る経

費を除く。） 

共同生活援助事業所 

 

  



第１号様式 

  年  月  日 

 

（宛先）名 古 屋 市 長 

 

     （申請事業者） 

所 在 地 

法 人 名 

代表者職氏名             

 

名古屋市障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金交付申請書 

 

 標記について、下記のとおり補助金が交付されるよう、名古屋市障害福祉分野におけるロ

ボット等導入支援事業補助金交付要綱第８条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 事 業 所 名   

 

 

２  交 付 申 請 額   

金              円 

 

 

３ 添 付 書 類   

(1) 障害福祉分野のロボット等導入支援事業経費所要額見込調書（別添） 

 (2) 障害福祉分野のロボット等導入支援事業所要見込額内訳書（別添） 

(3) 見積書等の写し、仕様書・カタログ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式 

  年  月  日 

 

（宛先）名 古 屋 市 長 

 

     （申請事業者） 

所 在 地 

法 人 名 

代表者氏名               

 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 

   年  月  日付 健障支第  号により交付決定を受けた名古屋市障害福祉分野にお

けるロボット等導入支援事業補助金についての消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が

確定したので、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１ 事 業 所 名：                 

 

２ 補助金の確定金額：金              円 

 

３ 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額：金             円 

 

４ 補助金返還相当額：金              円 

（3のうち補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額） 

 

５ 添付書類 

  消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳書等 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式 

  年  月  日 

 

（宛先）名 古 屋 市 長 

 

     （申請事業者） 

所 在 地 

法 人 名 

代表者氏名              

 

名古屋市障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金交付変更 

（中止・廃止）申請書 

 

 標記について、下記のとおり補助金交付を変更（中止、廃止）したいので、名古屋市障害

福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金交付要綱第 11 条第 1 項の規定により、関

係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 事 業 所 名：           

 

２ 変更交付申請額：金          円 

 

３ 積 算 内 訳 

(1) 障害福祉分野のロボット等導入支援事業経費所要額見込調書（別添） 

(2) 障害福祉分野のロボット等導入支援事業所要見込額内訳書（別添） 

(3) 見積書等の写し、仕様書・カタログ等 

   

４ 変更(中止、廃止)の理由 

 

 

５ 変更する場合は、変更する内容 

 

 

６ 中止する場合は、中止期間 

 

  



第４号様式 

  年  月  日 

 

（宛先）名 古 屋 市 長 

 

     （申請事業者） 

所 在 地 

法 人 名 

代表者職氏名              

 

名古屋市障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金実績報告書 

 

 標記について、下記のとおり実施したので、障害福祉分野におけるロボット等導入支援事

業補助金交付要綱第14条の規定により、関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 事 業 所 名：   

 

２ 精 算 額：金          円 

 

３ 積 算 内 訳   

障害福祉分野のロボット等導入支援事業経費所要額精算書（別添）のとおり 

 

４ 添 付 書 類 

(1) 証拠書類の写しまたは、帳簿の写し 

      納品書、請求書、領収書、契約書など 

 

(2) その他参考となる資料 

      機器パンフレットなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式 

  

  年  月  日 

 

障害福祉分野における介護ロボット等使用状況報告書 

 

（あて先） 

 名古屋市長あて 

 

          （申請事業者） 

                     所 在 地 

法 人 名 

          代表者職氏名          

 

 

 

   年 月 日付 健障支第  号で交付決定された障害福祉分野におけるロボット等

導入支援事業補助金に係る介護ロボット等使用状況について、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

添付書類 

障害福祉分野のロボット等導入支援事業 介護ロボット等使用状況報告書（別添） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


